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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５１号 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県
有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐
賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
 令和３年３月２２日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 
 
点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場
境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された
有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 
点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 
点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 
点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 
点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 
点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 
点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 
点ク 亀瀬灯標 
点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 
点コ 夜灯鼻灯台 
 
２ 指示の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５２号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで
ない。 
  
 令和３年５月１８日 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏   

 
１ アゲマキの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和３年６月１日から令和４年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５３号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない
として特に認めた場合は、この限りでない。 
  
令和３年５月１８日 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏  

 
１ ウミタケの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和３年６月１日から令和４年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５４号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀県
有明海区（農林水産大臣管轄漁場を含む。）におけるビゼンクラゲの採捕につい
て、次のとおり指示する。  
 ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。 
 
  令和３年５月１８日 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏  

 
１ 傘幅 40 センチメートル未満のビゼンクラゲは、採捕してはならない。 
 
２ 6 月 1 日から 7月 3日まで及び 11 月 1 日から翌年 5月 31 日までの間、ビゼ 
ンクラゲを採捕してはならない。 
 
３ 次の区域内においては、ビゼンクラゲを採捕してはならない。 
（１）塩田川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ
り囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 06 分 30 秒、 東経 130 度 09 分 00 秒 
イ 北緯 33 度 05 分 10 秒、 東経 130 度 11 分 25 秒 
ウ 北緯 33 度 05 分 18 秒、 東経 130 度 11 分 30 秒 
エ 北緯 33 度 06 分 32 秒、 東経 130 度 09 分 03 秒 

 
（２）六角川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 
順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 58 秒、 東経 130 度 14 分 04 秒 
イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 13 分 29 秒 
ウ 北緯 33 度 08 分 29 秒、 東経 130 度 13 分 46 秒 
エ 北緯 33 度 08 分 12 秒、 東経 130 度 13 分 56 秒 
オ 北緯 33 度 08 分 13 秒、 東経 130 度 14 分 09 秒 
カ 北緯 33 度 08 分 37 秒、 東経 130 度 13 分 54 秒 
キ 北緯 33 度 09 分 36 秒、 東経 130 度 13 分 44 秒 

5



ク 北緯 33 度 10 分 57 秒、 東経 130 度 14 分 14 秒 
 
（３）嘉瀬川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 
順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 55 秒、 東経 130 度 14 分 49 秒 
イ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 34 秒 
ウ 北緯 33 度 09 分 32 秒、 東経 130 度 14 分 21 秒 
エ 北緯 33 度 08 分 20 秒、 東経 130 度 14 分 30 秒 
オ 北緯 33 度 08 分 21 秒、 東経 130 度 14 分 37 秒 
カ 北緯 33 度 09 分 31 秒、 東経 130 度 14 分 26 秒 
キ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 40 秒 
ク 北緯 33 度 10 分 52 秒、 東経 130 度 14 分 53 秒 

 
（４）広江漁港の区域付近のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及 
びアの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 10 秒、 東経 130 度 16 分 39 秒 
イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 16 分 25 秒 
ウ 北緯 33 度 09 分 38 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 
エ 北緯 33 度 06 分 37 秒、 東経 130 度 15 分 31 秒 
オ 北緯 33 度 06 分 36 秒、 東経 130 度 15 分 34 秒 
カ 北緯 33 度 09 分 48 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 
キ 北緯 33 度 09 分 52 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 
ク 北緯 33 度 10 分 04 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 
ケ 北緯 33 度 10 分 07 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 

 
（５）早津江川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次結 
んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 08 分 42 秒、 東経 130 度 20 分 05 秒 
イ 北緯 33 度 08 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 26 秒 
ウ 北緯 33 度 07 分 05 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 
エ 北緯 33 度 07 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 00 秒 
オ 北緯 33 度 07 分 48 秒、 東経 130 度 17 分 30 秒 
カ 北緯 33 度 08 分 34 秒、 東経 130 度 20 分 08 秒 
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（６）農林水産大臣管轄漁場のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び 
アの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 46秒 
イ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 41秒 
ウ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 40秒 
エ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 25秒 
オ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 33秒 
カ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 47秒 
キ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 49秒 
ク 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 54秒 
 

（７）只江川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ
り囲まれた区域 

（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 07 分 35 秒、 東経 130 度 10 分 25 秒 
イ 北緯 33 度 07 分 04 秒、 東経 130 度 10 分 49 秒 
ウ 北緯 33 度 07 分 02 秒、 東経 130 度 10 分 45 秒 
エ 北緯 33 度 07 分 32 秒、 東経 130 度 10 分 19 秒 

 
４ ビゼンクラゲを目的とした固定式刺網漁業において使用する漁具の規模等 
は、次のとおりとする。 
（１）１隻が使用する網漁具の総延長  250 メートル以下  
（２）網丈              ９メートル以下 
（３）網の目合            20 センチメートル以上 
（４）使用する漁具          １統 

 
５ 指示期間 
令和３年６月１日から令和４年５月３１日まで 
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昭和二十四年法律第二百六十七号 

漁業法（抜粋） 

 

第二章 水産資源の保存及び管理  

第一節 総則  

（定義） 

第七条 この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理（以下

「資源管理」という。）のため、水産資源ごとに一年間に採捕することがで

きる数量の最高限度として定められる数量をいう。 

２ この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うた

め、特定の水域及び漁業の種類その他の事項によつて構成される区分であつ

て、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。 

３ この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる

漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標に

よつて示されるものをいう。 

４ この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分

に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる

漁獲努力量をいう。 

（資源管理の基本原則） 

第八条 資源管理は、この章の規定により、漁獲可能量による管理を行うこと

を基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを

防止するために必要な場合には、次章から第五章までの規定により、漁業時

期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合

わせて行うものとする。 

２ 漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれ

の管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理する

ことにより行うものとする。 

３ 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕しようと

する者に対し、船舶等（船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位と

なる設備をいう。以下同じ。）ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲

内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること（以下この章

及び第四十三条において「漁獲割当て」という。）により行うことを基本と

する。 
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４ 漁獲割当てを行う準備の整つていない管理区分における漁獲量の管理は、

当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総量を管理する

ことにより行うものとする。 

５ 前項の場合において、水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して漁獲

量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代

えて、当該管理区分において当該管理区分に係る漁獲努力可能量を超えない

ように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者に

よる漁獲努力量の総量の管理を行うものとする。 

第二節 資源管理基本方針等  

（資源調査及び資源評価） 

第九条 農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の

状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価（

水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章にお

いて同じ。）を行うために必要となる情報を収集するための調査（以下この

条及び次条第三項において「資源調査」という。）を行うものとする。 

２ 農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観

測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率

的に収集するよう努めるものとする。 

３ 農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて

資源評価を実施するものとする。 

４ 農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源に

ついて評価を行うよう努めるものとする。 

５ 農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査又は

資源評価に関する業務を行わせることができる。 

（都道府県知事の要請等） 

第十条 都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水

産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資

源評価に必要な情報を農林水産大臣に提供しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による場合のほか、農林水産大臣の求めに応

じて、資源調査に協力するものとする。 

（資源管理基本方針） 

第十一条 農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針

（以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」

という。）を定めるものとする。 
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２ 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 資源管理に関する基本的な事項 

二 資源管理の目標 

三 特定水産資源（漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ

。）及びその管理年度（特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。

以下この章において同じ。） 

四 特定水産資源ごとの大臣管理区分（農林水産大臣が設定する管理区分を

いう。以下この章において同じ。） 

五 特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の

基準 

六 大臣管理区分ごとの漁獲量（第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区

分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は漁獲努力量。第十四条第二項第

四号において同じ。）の管理の手法 

七 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

八 その他資源管理に関する重要事項 

３ 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審

議会の意見を聴かなければならない。 

４ 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

５ 農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他

の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認

めるときは、これを変更するものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による資源管理基本方針の変更に

ついて準用する。 

（資源管理の目標等） 

第十二条 前条第二項第二号の資源管理の目標は、資源評価が行われた水産資

源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準（以下この条及び第十

五条第二項において「資源水準」という。）の値を定めるものとする。 

一 最大持続生産量（現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で

持続的に採捕することが可能な水産資源の数量の最大値をいう。次号にお

いて同じ。）を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値

（同号及び第十五条第二項において「目標管理基準値」という。） 

二 資源水準の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になること

を未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を目標管
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理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値（第十五条第

二項第二号において「限界管理基準値」という。） 

２ 水産資源を構成する水産動植物の特性又は資源評価の精度に照らし前項各

号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量又は漁

獲努力量の動向その他の情報を踏まえて資源水準を推定した上で、その維持

し、又は回復させるべき目標となる値を定めるものとする。 

３ 前条第二項第三号の管理年度は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態

を勘案して定めるものとする。 

４ 前条第二項第五号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項

を勘案して定めるものとする。 

（国際的な枠組みとの関係） 

第十三条 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資

源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み（我が国が締結

した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この条及び第

五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。）において行われた資

源評価を考慮しなければならない。 

２ 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠

組みにおいて決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項

を考慮しなければならない。 

３ 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標その他の資源管

理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方

針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により

資源管理基本方針を変更しなければならない。 

（都道府県資源管理方針） 

第十四条 都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県におい

て資源管理を行うための方針（以下この章及び第百二十五条第一項第一号に

おいて「都道府県資源管理方針」という。）を定めるものとする。ただし、

特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限り

でない。 

２ 都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 資源管理に関する基本的な事項 

二 特定水産資源ごとの知事管理区分（都道府県知事が設定する管理区分を

いう。以下この章において同じ。） 

三 特定水産資源ごとの漁獲可能量（当該都道府県に配分される部分に限る

。）の知事管理区分への配分の基準 
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四 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法 

五 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

六 その他資源管理に関する重要事項 

３ 前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案

して定めるものとする。 

４ 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海

区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水

産大臣の承認を受けなければならない。 

６ 都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

７ 農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が

資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管

理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべ

き旨を通知しなければならない。 

８ 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管

理方針を変更しなければならない。 

９ 都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的

知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について

検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 

１０ 第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理

方針の変更について準用する。 

第三節 漁獲可能量による管理  

第一款 漁獲可能量等の設定  

（農林水産大臣による漁獲可能量等の設定） 

第十五条 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及

びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。 

一 漁獲可能量 

二 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量（以下この章において「都

道府県別漁獲可能量」という。） 

三 漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量（以下この節及び第百二

十五条第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。） 

２ 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い漁獲可能量を定めるものとする。 
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一 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合（次号に規定する場

合を除く。）は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させる

こと。 

二 資源水準の値が限界管理基準値を下回つている場合は、農林水産大臣が

定める第十二条第一項第二号の計画に従つて、資源水準の値が目標管理基

準値を上回るまで回復させること。 

三 資源水準の値が目標管理基準値を上回つている場合は、資源水準の値が

目標管理基準値を上回る状態を維持すること。 

四 第十二条第二項の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定

した資源水準の値が当該目標となる値を上回るまで回復させ、又は当該目

標となる値を上回る状態を維持すること。 

３ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産

政策審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係す

る都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく

、これを当該都道府県知事に通知するものとする。 

５ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。 

（知事管理漁獲可能量の設定） 

第十六条 都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲

可能量について、知事管理区分に配分する数量（以下この節及び第百二十五

条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。）を定めるものと

する。 

２ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区

漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産

大臣の承認を受けなければならない。 

４ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合

において、第三項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとす

るとき（農林水産省令で定める軽微な変更を除く。）」と読み替えるものと

する。 
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６ 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令

で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告

しなければならない。 

第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理  

（漁獲割当割合の設定） 

第十七条 漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分（以下この節並びに

第百二十四条第一項及び第百三十二条第二項第一号において「漁獲割当管理

区分」という。）において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕

しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大

臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申

請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当

ての割合（以下この款において「漁獲割当割合」という。）の設定を求める

ことができる。 

２ 前項の漁獲割当割合の有効期間は、一年を下らない農林水産省令で定める

期間とする。 

３ 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定をしようとすると

きは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績その他

農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定

を行わなければならない。 

４ 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源

の再生産の阻害を防止するために漁業時期若しくは漁具の制限その他の漁獲

可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき

、又は漁獲割当割合の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認

めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産

資源の採捕に係る漁業に係る許可等（第三十六条第一項若しくは第五十七条

第一項の許可又は第三十八条（第五十八条において準用する場合を含む。）

の認可をいう。）を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権（第六十二条第二

項第一号ホに規定する個別漁業権をいう。）を有する者（第二十三条第二項

第一号において「有資格者」という。）に限ることができる。 

（漁獲割当割合の設定を行わない場合） 

第十八条 前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれ

かに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設

定を行つてはならない。 

一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが

見込まれない者 
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二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十

七号）第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でな

くなつた日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

三 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいず

れかに該当する者があるもの 

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

五 その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定

を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知

し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

３ 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案に

ついて弁明し、かつ、証拠を提出することができる。 

（年次漁獲割当量の設定） 

第十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところに

より、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者（第十七条第一項の規定により

漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。）に対し

、年次漁獲割当量（漁獲割当管理区分において管理年度中に特定水産資源を

採捕することができる数量をいう。以下この款及び第百三十二条第二項第一

号において同じ。）を設定する。 

２ 年次漁獲割当量は、当該管理年度に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理

漁獲可能量に漁獲割当割合設定者が設定を受けた漁獲割当割合を乗じて得た

数量とする。 

３ 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により年次漁獲割当量を

設定したときは、当該年次漁獲割当量の設定を受けた者（以下この款及び第

百三十二条第二項第一号において「年次漁獲割当量設定者」という。）に対

し当該年次漁獲割当量を通知するものとする。 

４ 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、年次漁獲

割当量設定者の同意を得て、電磁的方法（第百六条第五項に規定する電磁的

方法をいう。）により通知を発することができる。 

（漁獲割当管理原簿） 

第二十条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁

獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものと

する。 

２ 漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法

律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。 
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３ 漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条第五項に規

定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章の規定は、適用しな

い。 

４ 漁獲割当管理原簿は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計

算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものを

いう。）で作成することができる。 

（漁獲割当割合の移転） 

第二十一条 漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等ごとに設定された漁

獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合

であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転を

することができる。この場合において、当該移転を受けた者は漁獲割当割合

設定者と、当該移転をされた漁獲割当割合は第十七条第一項の規定により設

定を受けた漁獲割当割合と、それぞれみなして、この款の規定を適用する。 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の移転を受けようとする

者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合その他農林水

産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。 

３ 漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、又は分割（漁獲割当割合の設定を

受けた船舶等を承継させるものに限る。）をしたときは、その相続人（相続

人が二人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた

船舶等を承継すべき者を定めたときは、その者）、合併後存続する法人若し

くは合併によつて成立した法人又は分割によつて漁獲割当割合の設定を受け

た船舶等を承継した法人は、当該漁獲割当割合設定者の地位（相続又は分割

により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等の一部を承継した者にあつては、

当該一部の船舶等に係る部分に限る。）を承継する。 

４ 前項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、承継の日か

ら二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければなら

ない。 

（年次漁獲割当量の移転） 

第二十二条 年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合その

他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道

府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合に

おいて、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設定者と、当該移転をされた

年次漁獲割当量は第十九条第一項の規定により設定を受けた年次漁獲割当量
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と、それぞれみなして、この款及び第百三十二条第二項第一号の規定を適用

する。 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は

、前項の認可をしてはならない。 

一 年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げ

る者のいずれかに該当する場合 

二 移転をしようとする年次漁獲割当量が、当該移転をしようとする年次漁

獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量から当該年次漁獲割当量設

定者が当該管理年度において採捕した特定水産資源の数量を減じた数量よ

りも大きいと認められる場合 

三 前二号に掲げる場合のほか、農林水産省令で定める場合 

３ 年次漁獲割当量設定者が死亡し、解散し、又は分割（年次漁獲割当量を承

継させるものに限る。）をしたときは、その相続人（相続人が二人以上ある

場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは

、その者）、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分

割によつて年次漁獲割当量を承継した法人は、当該年次漁獲割当量設定者の

地位（相続又は分割により年次漁獲割当量の一部を承継した者にあつては、

当該一部の年次漁獲割当量に係る部分に限る。）を承継する。 

４ 前項の規定により年次漁獲割当量設定者の地位を承継した者は、承継の日

から二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければな

らない。 

（適格性の喪失等による取消し） 

第二十三条 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次

漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号（第五号を除く。）に掲げる者のい

ずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割

当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。 

２ 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当

量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの

者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる

。 

一 第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合

において、有資格者でなくなつた場合 

二 第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合 

３ 前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行

わなければならない。 
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（政令への委任） 

第二十四条 第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿へ

の記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。 

（採捕の制限） 

第二十五条 漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次

漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の

採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。 

２ 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受け

た年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕

をしてはならない。 

（漁獲量等の報告） 

第二十六条 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産

資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又

は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令

で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林

水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知

事に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で

定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものと

する。 

（停泊命令等） 

第二十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が第二

十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特

定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるときは

、当該採捕をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して

停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に

供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずる

ことができる。 

（年次漁獲割当量の控除） 

第二十八条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年

次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた

年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の

数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の

管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量か

ら控除することができる。 

24



 

（漁獲割当割合の削減） 

第二十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年

次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた

年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第二十七条の規定によ

る命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところにより、その設定を

受けた漁獲割当割合を減ずる処分をすることができる。 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、行

政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述

のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

３ 第一項の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければ

ならない。 

第三款 漁獲量等の総量の管理  

（漁獲量等の報告） 

第三十条 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源の採捕（漁

獲努力量の総量の管理を行う管理区分（以下この項及び次条において「漁獲

努力量管理区分」という。）にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以

下この款において同じ。）をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、

農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところによ

り、当該特定水産資源の漁獲量（漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定

水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。）その他漁獲の状況

に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分（漁獲割

当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。）である場合には

農林水産大臣、知事管理区分（漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下こ

の款において同じ。）である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事

に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で

定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものと

する。 

（漁獲量等の公表） 

第三十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区

分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲

可能量又は知事管理漁獲可能量（漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理

区分に係る漁獲努力可能量。次条及び第三十三条において同じ。）を超える

おそれがあると認めるときその他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量

の総量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。 
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（助言、指導又は勧告） 

第三十二条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは

、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をするこ

とができる。 

一 大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分

に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該大臣管理区

分において当該特定水産資源の採捕をする者 

二 一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源

の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合

計を超えるおそれが大きい場合 当該全ての大臣管理区分のいずれかにお

いて当該特定水産資源の採捕をする者 

三 特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超える

おそれが大きい場合 当該特定水産資源の採捕をする者 

２ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞ

れ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ

る。 

一 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分

に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合 当該知事管理区

分において当該特定水産資源の採捕をする者 

二 一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源

の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えるおそれが

大きい場合 当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資

源の採捕をする者 

（採捕の停止等） 

第三十三条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは

、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより

、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をす

ることができる。 

一 大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分

に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大き

い場合 当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者 

二 一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源

の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合

計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該全ての大臣

管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者 
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三 特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えて

おり、又は超えるおそれが著しく大きい場合 当該特定水産資源の採捕を

する者 

２ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞ

れ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採

捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 

一 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分

に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大き

い場合 当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者 

二 一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源

の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又

は超えるおそれが著しく大きい場合 当該全ての知事管理区分のいずれか

において当該特定水産資源の採捕をする者 

（停泊命令等） 

第三十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の命令を受けた者が当該

命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるとき

は、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定し

て停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用

に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ず

ることができる。 

第四節 補則  

第三十五条 都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特

に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の

規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることが

できる。 
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令和２年度機船船びき網（えび２そう船びき網）漁業許可方針 

 
１ 漁業種類 

えび２そう船びき網漁業 
 

２ 操業区域 
(1) 佐賀県地先有明海海域 
ただし、区画漁業権に基づくのり漁場の周囲１００メートル以内の区域を除く。 

(2) 農林水産大臣管轄漁場 
ただし、区画漁業権に基づくのり漁場の周囲２００メートル以内の区域を除く。 
 

３ 操業期間 
(1) 佐賀県地先有明海海域 ９月１５日から１１月２５日まで 
(2) 農林水産大臣管轄漁場  ９月２０日から１１月３０日まで 
 

４ 許可の有効期間 
許可の日から令和２年１１月３０日まで 
 

５ 許可隻数 
５０隻（２５統）以内 
 

６ 制限又は条件 
(1) 僚船は、○○丸（ＳＡ３－○○○○○）以外の船を使用してはならない。 
(2) 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなければならない。 
(3) 使用する漁具にワイヤーロープを用いてはならない。 
(4) 佐賀県地先有明海海面においては、竹羽瀬から１００メートル以内の区域では操業しては
ならない。 

(5) 農林水産大臣管轄漁場においては、竹羽瀬から２００メートル以内の区域では操業しては
ならない。 

 
７ 許可の対象 
(1) 適格者 
 ア 佐賀県有明海漁業協同組合の正組合員である者 
 イ 過去１年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 
 ウ のり養殖行使柵数１００柵未満の者（同一世帯内で営む場合を含む。） 

 エ 漁業法（昭和２４年法律第２６７号 平成３０年１２月１４日改正公布）第４１条第 

１項第１号から第５号までのいずれにも該当しない者 
(2) 優先順位 
許可申請が制限統数を越えた場合の許可は、次の順位による。 
ア ａ のり養殖業及び農業を営んでいない者（同一世帯内で営む場合を含む。） 

ｂ ａ以外の者 
イ アの規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順位による。 
  ａ 農業規模５反歩以下の者（同一世帯内で営む場合を含む。） 

ｂ ａ以外の者 
ウ ア、イの規定により同順位である者相互間の優先順位は、抽選による。 
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令和２年度固定式刺網漁業（特認）許可方針 
 
第１ 制限措置 

１ 漁業種類 
ぐち固定式刺網漁業 

２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 
２１隻 
ただし、操業区域の（１）と（２）の合計隻数は１２隻、操業区域の（３）- ① 
は３隻、（３）‐②は３隻、（３）- ③は３隻とする。 
３ 船舶の総トン数 
制限なし 

４ 推進機関の馬力数 
制限なし 

５ 操業区域 
（１） 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ、

タ、チ、ツ、テ、ト、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ、ハ及びアの各点を順次に結ん
だ直線によって囲まれた海域。ただし、のり養殖免許漁場間の縦船通しを
除く。 
ア 第３３２号鋼管  イ 第３３５号鋼管  ウ 第３３７号鋼管 
エ 第３５０号鋼管  オ 第３９２号鋼管  カ 第３５１号鋼管 
キ 第３９５号鋼管  ク 第３７４号鋼管  ケ 第３７５号鋼管 
コ 第４３１号鋼管  サ 第４３２号鋼管  シ 第４２９号鋼管 
ス 第 ５８号鋼管  セ 第４２２号鋼管  ソ 第４４４号鋼管 
タ 第４１４号鋼管  チ 第４０４号鋼管  ツ 第４０３号鋼管 
テ 第４００号鋼管  ト 第３７９号鋼管  ナ 第３９７号鋼管 
ニ 第３６７号鋼管  ヌ 第３９６号鋼管  ネ 第３６０号鋼管 
ノ 第３５８号鋼管  ハ 第３９４号鋼管 
（鋼管の緯度経度及び緯度経度に基づく操業区域図は別紙のとおり） 

（２） 次の第１種区画漁業権（のり養殖業）免許漁場内 
① 有区第１２１２号、有区第１２１３号、有区第１２１４号、 
有区第１２１６号 

② 有区第１２１５号、有区第１２１７号、有区第１２１８号、 
有区第１２１９号、有区第１２２２号、有区第１２２４号、 
有区第１２２６号、有区第１２２８号、有区第１２２９号、 
有区第１２３０号、有区第１２３１号、有区第１２３２号、 
有区第１２８７号 

（３） 次の第１種区画漁業権（のり養殖業）免許漁場内 
① 有区第１１９４号、有区第１１９５号、有区第１１９８号、 
有区第１２０３号、有区第１２０４号、有区第１２０６号、 
有区第１２０７号、有区第１２１０号 

② 有区第１２７２号、有区第１２７３号 
③ 有区第１１７４号、有区第１１８５号、有区第１１８６号、 
有区第１１８７号、有区第１１８８号、有区第１１８９号、 

34



有区第１１９０号、有区第１１９１号、有区第１１９２号 
６ 漁業時期 
９月１日から翌年４月３０日まで 

７ 漁業を営む者の資格 
（１） 佐賀県有明海漁業協同組合の正組合員であり、かつ、次に掲げる操業区 

域ごとに定める者 
ア 操業区域（１） 新有明支所、白石支所（旧 白石町北明支所）、鹿 
島市支所に属し、かつ、世帯の農業の耕作面積が４町歩以下の者 
イ 操業区域（２）‐ ① 白石支所（旧 白石町北明支所）に属し、かつ、 
世帯の農業の耕作面積が４町歩以下の者 
ウ 操業区域（２）‐ ② 新有明支所に属し、かつ、世帯の農業の耕作 
面積が４町歩以下の者 
エ 操業区域（３）‐ ① 久保田町支所に属し、かつ、世帯の農業の耕 
作面積が４町歩以下の者 
オ 操業区域（３）‐ ② 大浦支所に属し、かつ、世帯の農業の耕作面 
積が４町歩以下の者 
カ 操業区域（３）‐ ③ 福富町支所に属し、かつ、世帯の農業の耕作 
面積が４町歩以下の者 

（２） 過去１年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 
（３） 固定式刺網漁業の許可を有している者 
（４） 操業区域内におけるのり養殖漁業権者の同意のある者 
（５） のり養殖業を営んでいない者（同一世帯内で営む場合を含む。） 
（６） 潜水器漁業の許可を受けていない者（同一世帯内で営む場合を含む。） 
（７） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」という。） 

第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 
（８） 適切な資源管理を実践できる者 
（９） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 
第２ 許可の有効期間 

許可をした日から令和３年４月３０日まで 
 
第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、規則第１１条第１項に基 
づく公示をした日から次の開庁日までとする。 
２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）と、申請 
期間の最終日において有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足し 
た数（以下「合計数」という。）が、操業区域ごとに定める許可又は起業の認 
可をすべき船舶の数（以下「最高隻数」という。）に到達しないときは、申請期 
間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加する。 
３ 令和３年３月３１日までの期間において合計数が最高隻数に到達するまでは、 
最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として追加するこ 
とを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請期間に受付けた 
もののうち、許可若しくは不許可の処分又は申請の取下げをしたものについて 
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は、これを受付数から除く。 
４ 合計数が最高隻数に到達した日以降から令和３年３月３１日までの期間にお 
いて、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、再度公示を行う。申請期間の 
取扱いは、上記１から３に同じ。 

 
第４ 許可の基準 

合計数が最高隻数を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲 
げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者 
相互間の優先順位は、世帯の農業の耕作面積がより小さい者を優先し、これによって 
もなお同順位である者相互間の優先順位は、抽選による。なお、規則第９条第１項第 
２号に該当する場合は、この限りでない。 
（１） 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り 

受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割 
以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営 
もうとする者 

（２） 前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者のうち、 
今回の許可の有効期間において当該知事許可漁業の許可又は起業の認可を受 
けていない者 

（３） 当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有している者 
（４） 上記（１）から（３）に該当しない者 

   
第５ 条件 

１ 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなけれ 
ばならない。 
２ 操業中は、使用船舶を漁具の周囲５０メートル以内に停めておかなければなら 
ない。 
３ 使用する網は、高さ２メートル以下、長さ２００メートル以下とする。 
４ 使用する漁具は、１統でなければならない。 
５ 網の両端に漁業を営む者の氏名及び住所を記載した浮標をつけなければなら 
ない。 
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